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     土砂災害は地震や津波、洪水などの広域で大規模な災害に比べ、崩壊斜面の隣斜面は無傷であ

るなど突発的かつ局地性が強い災害である。 
近年激甚化する豪雨災害による人的被害の軽減のためには、住民が主体的に避難できるような

警戒避難体制の構築が必要不可欠となる。 
本発表では、四国山地砂防事務所における、徳島県三好市西祖谷山村有瀬地区での地区防災計

画策定支援の取り組みについて報告する。 
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１．はじめに 

  気候変動により頻発化・激甚化する豪雨等により
発生する土砂災害に対して、より実効性のある避難
体制を確保するためには、市町村単位の「地域防災
計画」だけでなく、「地区防災計画」との連携によ
る地域防災力の向上が重要とされている。 
災害発生時には行政による避難活動に関わる支援

等が困難な状況下においても、住民が主体的に行動で
きるような警戒避難体制の確立が求められる。そのた
めには、地域の特性や実状を反映したコミュニティ毎
の地区防災計画の策定が望ましいとされている。 

  地区防災計画の策定に関しては、平成26年に内閣府
より「地区防災計画ガイドライン」が、令和２年に国
土交通省砂防部より「土砂災害に関する地区防災計画
作成のための技術支援ガイドライン」が策定されてい
る。一方で、四国の中山間地域は、緩傾斜でかつ湧水
に恵まれる地すべり地に集落が形成されている場合が
多いが、これまで策定されたガイドラインは、地すべ
り現象に特化したものとはなっていない。地すべり地
で地区防災計画を策定する場合、避難経路や避難場所
が限られているなど、地すべり地特有の課題を抱えて
いる場合がある。そのため、市町村や地区住民は、行
政より発出されたガイドライン等を参考に、前例が少
ないままでの手探り状態から、それぞれの地区の現状
や課題に適した地区防災計画の策定を推進していく必
要がある。 

  このような現状を踏まえて、四国山地砂防事務所で
は、平成30年7月豪雨を契機に直轄地すべり対策災害
関連緊急事業を進めている徳島県三好市西祖谷山村有
瀬地区をモデル地区として、令和２年度より地区防災
計画の策定支援に取り組んできた。更に、これらの取
り組み結果をケーススタディとして、地区防災計画策
定支援マニュアル（案）を作成したので、本論文では
これらの取り組みを報告する。 

 

２.   地区防災計画の制度概要及びこれまでの 
     地区防災計画作成に関する取組 
   

(1) 災害対策基本法での地区防災計画の位置付け 
地区防災計画は、平成25年の災害対策基本法改正によ

って制度が創設されたが、そのきっかけとなった東日本
大震災では、広域で大規模な地震・津波の発生により甚
大な被害を受けた。そのため、災害時に危機管理対応の
中心的な役割を担う市町村長や様々な実務を担当する市
町村職員の多くが被災する等、被災者を支援する立場で
ある行政機関が被災する事態となり、本来なされるべき
災害発生時の行政機能が麻痺する事態となった。 
このような背景から、大規模災害時における自助共助

による住民主体の防災活動や、地域コミュニティレベル
での共助の重要性が改めて認識されるようになった。 

 

(2) 地区防災計画制度の特徴 
地区防災計画制度の主な特徴としては、以下の３つが

あげられる。 
 

   <1> 住民からのボトムアップ型の計画 
   <2> 地区の特性に応じた計画 
   <3> 継続的に地域防災力を向上させる計画   
 
土砂災害の発生は、地形・地質・土地利用履歴などの局
地的な地形条件や斜面と居住空間の位置関係などの影響
も関係しているため、個々の地域毎にきめ細かな警戒避
難体制の構築が必要であり、これは地区防災計画の特徴
の<2>が該当する。また、行政組織からのトップダウン
を前提としたシステムでは気づかない、より現場や地区
住民の視点と知識の反映が可能となる。 
また,本計画は、策定することがゴールではなく、計画
に基づく活動の実践、避難訓練等の実施による定期的な
評価や見直しなど、継続的な活動が求められる。１） 



(3) 地区防災計画策定までのプロセス 
前節でも述べたとおり、本制度は、地区住民参加に

よるボトムアップの手法を取り入れており、地区住民が
活動主体として率先して防災活動に取り組むことが想定 
されている。(図-１) 
そのため、地区住民から市町村防災会議に対し、自ら

計画の素案を提案することが可能であり、地区防災計画
の作成にあたって地区住民の意志が色濃く反映される制
度となっている。 
このような制度とした背景は、地区の特性や実状を十

分理解している地区住民自身が計画の作成に加わること
で、地区の実情に即した実効性の高いものとし、地域防
災力の効果的な向上を図ることを目的としたためである。 

 
 

(4) 地区防災計画作成支援にむけたガイドライン 
平成25年６月の災害対策基本法改正による地区防災計

画制度創設をうけ、内閣府より「地区防災計画ガイドラ
イン」が策定された。 
本ガイドラインは、災害対策基本法に基づき、地区住民
等が行政と連携して地区防災計画を作成・計画提案を行
うことができるよう、地区防災計画の基本的な考え方、
計画の内容及び計画提案の手続等をまとめたものである。 

  なお、本ガイドラインの活用にあたっては、以下の 
ステップが有効であるとされている。(図-２) 

 
①ガイドラインの概要を見たうえで、全体を把握する。 
②防災活動を行うコミュニティの活動内容や地区の特性
に応じて、気になる箇所や地区の課題に感じている部
分について本文を参照しながら確認する。 

③ガイドラインを参考に、地域コミュニティの課題と対
策を検討する。 

④地域コミュニティ毎に地区防災計画を作成し、最終的
には計画に沿った活動の実践や見直しを行う。2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

令和２年３月には、国土交通省砂防部より「土砂災害
に関する地区防災計画作成のための技術支援ガイドライ
ン」が策定された。本ガイドラインは、自治体による地
区防災計画策定における技術的な観点からの支援を目的
としている。 
 先述のとおり、地域防災計画と地区防災計画の整合を
図るための意思疎通は、計画の策定だけでなく、計画の
見直しの際にも重要になる（図-３）。そのためには土
砂災害に関する専門的な知識を有する行政職員や専門家
らによる技術的な支援体制が望ましいとされている。3) 
 

①土砂災害警戒情報の
精度向上等

③市町村の防災力向上の
支援体制の構築

⑥ 災害の特徴を踏まえた
その他の対策

④地区防災計画に基づく
警戒避難体制の構築

②土砂災害警戒区域等の
認知度向上等

⑤ 地区防災計画と連携
した砂防施設の整備

（市町村）

地域防災計画
（住民）

地区防災計画

地区防災
計画の認定

自発的な
防災計画の策定

既存の市町村の歯車に
新しく住民の歯車を嚙み合わせ
大きく力強い防災力を生み出す

市町村への支援

住民への支援

「実効のある避難を確保するための土砂災害対策
検討委員会」報告書（令和元年5月29日）より抜粋

 
 
 

 本ガイドラインでは、警戒避難体制整備による地域防

災力向上のため、都道府県砂防部局等の砂防関係行政担

当者が、地区住民等や市町村の地区防災計画に関する取

組を技術的に支援する際の参考となる留意点についてと

りまとめられている。（図-４） 

 

  
 
 
 
３. 有瀬地区における地区防災計画策定支援 

   の取り組み 
 
(1) 有瀬地区の概要 

徳島県三好市有瀬地区は、吉野川右支境川及び谷間
川周辺に位置し、有瀬上、有瀬下、谷間の３自治会によ
り構成されている。(図-５)                  
有瀬地区では、平成30年７月豪雨により有瀬下自治会

周辺で地すべり活動が活発化して以降、直轄による地す
べり対策災害関連緊急事業として、ディープウェル工や
排水トンネル工等、様々な対策工が実施されている。 
有瀬地区では、地すべりが活発化した際の独自の警戒

避難基準が設定されていることもあり、地区防災計画へ
の関心も高いことから、今回、計画策定支援の取り組み
を実施した。 
 

図-１ 地区防災計画策定までのフロー 

       図-４ 防災部局と砂防部局の連携         

図-２ ガイドラインを用いた地区防災計画策定ステップ        

図-３ 地域防災計画と地区防災計画の連動による防災行動のイメージ 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(2) 有瀬地区での実際の取り組み 
 

１）災害事例の収集  
最初は、地すべり地における警戒避難上の留意点を分

析するために、地すべり災害時における対応事例収集を
行った。収集にあたっての流れを図-６に示す。なお、
地すべり災害時の対応事例の分析にあたっては、当該地
区で生活する住民目線で具体的な土砂災害リスクを抽
出・整理し、リスク毎に具体的な留意点を検討し、取り
まとめた。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
対応事例の収集結果から、地すべり地における警戒避

難が記載された資料として、昭和51年台風17号の際の徳
島県穴吹町の事例(寺戸,1985)を整理した。 
本事例は、台風時における住民の避難行動について詳細
な聞き取り調査を実施しているものである。 
 前述にて整理した土砂災害リスクを踏まえ、具体的  
な留意点を以下のとおりまとめた。 

 

・避難指示に従った早めの避難、自宅及び周辺の異常
があった際に避難する。 

・地すべり変動等により移動が制限された段階におい
ては、侵食前線上部の緩斜面・凸型斜面（尾根地
形）に位置している建物に避難する。 

 

２）住民参加型ワークショップによる 

地区防災計画の検討 

地すべり災害事例の分析結果を踏まえ、地区住民に 
地区防災計画策定の必要性や地区防災計画の策定により
得られる効果及び住民自らが策定する意義を理解して頂
くため、住民参加型のワークショップを開催した。 
 

ワークショップでは地区住民が平時より認識している
危険箇所や過去災害時の状況などを共有し、その情報を
もとにグループワーク形式で地区住民間の意見交換を行
った。また、意見交換を通じて地区内の避難場所や避難
経路上の懸念事項を抽出した。さらに、意見交換によっ
て出された意見は、避難時に住民がとるべき行動をいつ
でも確認できるよう、各地区の防災ハザードマップに見
える形で反映した。(図-８) 
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（いつ）行動のきっかけ

気象情報
（大雨のおそれのある予報）

【大雨注意報】
（今後大雨の可能性がある場合）

【大雨警報が発表 または、
危険信号を覚知した場合】
（斜面から小石が落ちてくる/斜面に亀
裂ができる/斜面から突然水が湧き出

したり、川の水が急に少なくなったりす
る/「山鳴り」や「地響き」が聞こえる）

【高齢者等避難】
（三好市が発令）

【避難指示】
（三好市が発令）
（土砂災害警戒情報が発表）

【緊急安全確保】
（三好市が発令）
（大雨特別警報または、
記録的短時間大雨情報）

だれが 何をする（具体的な避難行動）

住民
情報を集めて、大雨に備えましょう
防災行政無線やテレビやラジオ、徳島県・高知県からのエリアメール、
インターネットからの最新の気象・防災情報に注意して、行動しましょう。

ハザードマップ等で避難所、避難ルートを確認しましょう。

高齢の方・歩行に手伝いのいる方 集会所に避難しましょう。／自治会長に連絡しましょう。

自治会長 避難所の鍵を開錠しましょう。班長に連絡しましょう。

班長 住民に避難準備の声掛けを行いましょう。

住民 大雨が降り出す前に自主避難しましょう（日中のみ）。
自治会長に一言声をかけましょう。

崖上や崖下に居住する住民 危険と判断した場合には、自分たちの判断で家から離れて自主避難し、
自治会長に連絡しましょう。

危険信号を確認した住民
危険な場所には近づかず、確認した状況を自治会長に 連絡 しましょう。

自らの危険を感じた場合は、直ちに安全な場所に避難しましょう。

自治会長 住民に情報を共有し、早めの避難を呼びかけるとともに、三好市に連
絡しましょう。

住民 避難を開始しましょう。
避難したか、自宅待機かを自治会長もしくは班長に連絡しましょう。

班長・自治会長 近隣の住民に避難するよう声掛けを行いましょう。

自治会長は避難した人を確認して、西祖谷支所に避難状況を報告しましょう。

避難できる住民 移動時は十分気をつけて、避難しましょう。

屋外避難が危険と判断した住民 屋内の安全な場所（２階や山側から離れた部屋等）に自宅待機しましょう。

住民

安全な避難先で行政情報を待ちましょう。（逃げ遅れ自宅等にいる場合は、 外

へは出ずに、土砂災害の危険がある場所から離れた部屋の2階に
避難するなど、身を守る行動をしましょう。）
雨が上がっても、土砂災害の危険性が継続している場合があります。安全な場
所で退避し、行政情報を待ちましょう。

有瀬地区 土砂災害ハザードマップ 【有瀬上】

□（ ）地区住民・班長

（近所の方）

（ ― ― ）

（ ― ― ）

（ ― ― ）

（ ― ― ）

緊急連絡先
□（ ）自治会長

（ ― ― ）

□西祖谷支所

（０８８３―８７―２２１１）
担当（ ）

□三好市危機管理課

（０８８３―７２－７６２５）
□西祖谷消防団本団

（０８８３―８７－２２１１）

役割分担
□危険な箇所の見回り・点検できる人
（ ）※可能な範囲
□避難所の開錠する人
（ ）
□避難の声掛けが必要な人
（ ）
□避難支援が必要な人
（ ）
□避難支援をお願いできる人
（ ）
□避難所の運営や避難者のお世話ができる人
（ ）
□資機材を持っている人・保管場所
（ ）
資機材名：

No. 想定される現象 危険信号 注意ポイント

天然ダムによる
境川の堰止め・決壊
に伴う土石流
（境川の状況をチェック）

①水の量（降雨が続いているのに水位が低下す
る場合、上流側で川が堰止められている可能
性がある）

②水の色や匂い（流水の異常な濁り、
③真っ赤になり泥臭くなると上流で崩壊あり）

川の近くを通過する道路は使
用せず、川には近寄らないよう
注意しましょう。

境川等や沢からの
土石流
（境川等の流水の状況を
チェック）

①水の量（普段水のない場所に水が流れている
場合、土石などと一緒になり、土石流として流
下するおそれがある）

②水の色や匂い（流水の異常な濁り、真っ赤にな
り泥臭くなると上流で崩壊あり）

③急に水位が減少したら土砂や流木で堰止めら
れており、一気に溢れると危険

大雨時には水路から水があふ
れる可能性や落石・倒木等が
あります。大雨の時は増水する
ため、通行するのは危険です。
早めの自主避難を心がけま
しょう。

人家裏や道路沿いの
斜面の崖崩れ

（斜面からの流水・湧水を
近くの人がチェック）

①がけ崩れの前兆現象に注意
（湧水の噴き出し、小石がぼろぼろ落下する、亀
裂や地面の変形、地鳴りなど）
※特に開発のために木を切った所の流水に注意
②過去に土砂が流れた箇所

斜面からの流水やがけ崩れが
発生するおそれがあるので、避
難する際に注意しましょう。

人家裏や道路沿いの
地すべり

（斜面のはらみ出しなど
を近くの人がチェック）

①地すべりの前兆現象に注意（斜面のはらみ出
し、振動、地鳴り、木の根が切断される音、擁壁
の押出し、亀裂・段差の発生、湧水の濁りなど）
②増水して亀裂部への水流入

地すべりで危険なところなので、
異常な現象を確認した場合は、
早めの避難を心がけましょう。

情報連絡網

避難する際の準備品メモ 常備薬・飲食類など

気象情報・防災情報

これらの危険信号を確認する場
合は、身の安全に十分気を付け、
無理の無い範囲で行動するよう
にしましょう。

有瀬上自治会の避難先

大規模な降雨時 一時避難先：集会所

自治会内で地すべりが発生する
おそれのある場合

避難先：有瀬公民館

（楽校の宿）

有瀬全体で地すべりが発生する
おそれのある場合

地区外へ避難する

有瀬地区 全体図

擁壁・地面
の亀裂あり

集会所

地すべり時の避難路
（落石・冬場の凍結注意）

指定避難所
有瀬公民館

有瀬下に至る

土佐岩原駅
に至る

八幡神社

境川

だれが 何をする（具体的な避難行動）

前兆現象を発見した住民

自宅周辺の地区の危険信号を確認したら、自治会長に連絡しましょう。

危険と判断した場合には自分たちの判断で自主避難し ましょう。
近所の家や、特にお年寄りの家には声掛けを行いましょう。

自治会長・班長
自治会長は前兆現象の情報を三好市に連絡しましょう。

地すべり周辺の住民に避難準備の連絡を行いましょう。

連絡を受けた住民 避難準備を行いましょう。

前兆現象が進行したことを覚知した
住民／三好市から連絡を受けた住民 自治会長に連絡し、直ちに安全な場所に避難しましょう。

自治会長
前兆現象の進行状況について三好市に連絡しましょう。
有瀬上自治会の住民に声掛けを行い、避難所の鍵を開錠しましょう。

有瀬下自治会の自治会長に三好市から連絡があったことを伝えましょう。

高齢の方・歩行に手伝いのいる方／
避難する住民／地すべり周辺の住民 有瀬公民館（楽校の宿）に避難しましょう。自治会長に一言声をかけましょう。

住民
必ず避難しましょう。近隣の住民に避難するように声掛けを行いましょう。
三好市から連絡を受けた住民は自治会長や班長に連絡し、有瀬公民館に避難しま
しょう。

自治会長・班長 住民に避難するよう声掛けを行いましょう。自治会長は避難した人を確認して、西祖谷支
所に避難状況を報告しましょう。

住民 有瀬公民館など、有瀬上自治会外に避難しましょう。

住民

降雨の後でも地すべりの活動が継続する場合があります。安全な避難先で行政情報を
待って行動しましょう。

避難所や自宅の外へは出ずに、地すべりや土砂災害の危険がある箇所から
離れた部屋の2階に避難するなど、身を守る行動をしましょう。

いつ（行動のきっかけ）

【地すべりの前兆現象】
斜面から水が急に湧き出る。
沢や井戸の水が濁り始める。

建築物に亀裂が入ったり、樹木や電柱などが傾
いたりする。

【前兆現象】
現象が進行したことを
覚知した場合
（湧水の量が増えた/
樹木が倒れた等）

【情報】
有瀬上の雨量計で連続
雨量が200mmを超え、
かつ時間雨量30mm/h

【高齢者等避難】
三好市から発令される

【情報】G-2もしくはI-3ブロックで伸縮計変位
4mm/h以上または10mm/日以上
【避難指示】三好市から発令される

【前兆現象】前兆現象が進行し、有瀬上全体で
地すべりが発生するおそれのある場合

【避難指示】
避難指示が継続される

地
す
べ
り
時
の
防
災
行
動
計
画

地すべりG-2ブロック

地すべりI-3
ブロック

H30.7月豪雨
地すべり末端の

土砂が一部境川に流出

車両通行止め区間

雨量計

集会所広場（屋外）

通行止め区間

増水時の通行注意

過去に土砂崩れ

過去に土砂崩れ

地すべり時の避難路

このマップは有瀬地区の皆さんがワークショップにおいて意見を出し合いながら作成しました。

※想定と異なる範囲で災害が発生することも考えられます。 いざという時のために、避難場所や避難経路、家族や近所の方々の連絡先など

を日頃から確認しておきましょう。 このマップを自宅の目に付く場所へ貼っておきましょう。

My危険信号

地上デジタル放
送でリモコンの「d 
ボタン」を押すと、

気象情報や避難
情報等の情報を
確認できます

テレビでの情報収集
インターネット
【徳島県土砂災害情報システム】
スマートフォン版
https://www.sabo.pref.toku
shima.lg.jp/sp/

モバイル版
https://www.sabo.pref.toku
shima.lg.jp/mb/

有瀬上自治会の約束事

自宅周辺の土砂災害の危険のある箇
所（急な斜面、路面上の段差等）を確認
しましょう。

薬や長靴・雨合羽など非常用持ち出し
品の準備をしておきましょう。自宅待機
の人は食糧等の備蓄を用意しておきま
しょう。

一時避難先での必要な物資、役割につ
いて日頃から住民同士で相談しておき
ましょう。

増水や土砂がたまるなどによって通れ
ない道路が発生することを想定して、ど
のくらいの水量になったら危ないか考え
ておきましょう。

避難の際に声掛けや避難の手伝いが
必要な方がいれば、近隣の住民や地区
外の家族・親戚や友人に、避難の声掛
けや避難のお手伝いができるか相談し
ておきましょう。

My避難ルール

歩道（利用不可）

④

④

①

②

④

③

② ②

④ ④

④

④
②

②

②

④

記入欄に自身で注意しておいた方が良いと思う危険信号についてご記入いただき、マップに印（番号）を書
き込んでください

ラジオの周波数
Ｆ Ｍ徳島 82.3 MHz 
ＮＨ Ｋ Ｆ Ｍ 徳島 85.0 MHz
ＮＨＫＦＭ高知 85.6 MHz
ＮＨＫAＭ徳島第1放送 1161 kHz
ＮＨＫAＭ松山第2放送 1359 kHz

道路が使用できない場合
→屋内避難（安全な場所）

①

②

③

④

土砂・立木からの流木・
落石あり

（大雨時の通行注意）

凡 例

: ご意見を踏まえた土砂災害前兆現象の
チェック箇所

①

※指定避難所は土砂災害の用途区分を示します。
※ここで示す土砂災害警戒区域等は、基礎調査結果の
ものを示しておりますが、今後法令に従って指定する
区域等と異なる可能性があります。

一時避難所（屋外）

雨量計

河川

橋梁

通行止め箇所

地すべりブロック

公共施設

建物

警戒区域（地すべり）

警戒区域（急傾斜地）

特別警戒区域

自治会が決めた避難ルート

: 大雨・増水時の通行注意箇所

②②

②

土砂・立木からの流木・
落石あり

（大雨時の通行注意）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

天野 久寿一 （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

一時避難場所（屋外）

 

 

 
３）避難訓練の実施及び有効性検証 
 ワークショップの結果をもとに、実際に避難訓練を実
施し、自宅から避難所、避難場所までの経路における地
区の危険個所、避難時の行動を確認した。(図-9) 
訓練実施後は、参加した住民が意見交換を行い、地区

防災計画に準じて避難訓練を実施した際の感想や地区防
災計画に追加した方がよいと思われる事項など、訓練を
通じて地区住民が気付いたことを共有し、必要に応じて
地区防災計画への反映及び検証した。(図-10) 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
４.  マニュアルの作成及びその特徴 
 前述のとおり、これまで、地区防災計画策定支援に関
するガイドライン等は行政機関により提供されているが、
地すべり地における土砂災害事例やリスクと警戒避難上
の留意事項、各行政機関の具体的な支援内容等が示され
ていない現状を踏まえ、有瀬地区における地区防災計画
策定支援の検討結果をもとに、「地すべり地における地
区防災計画策定支援マニュアル(案)」を策定した。 

図-５ 有瀬地区平面図  

図-８ ハザードマップによる集約結果 

 図-10 訓練後の意見交換会 

 

図-６ 災害事例の収集フロー 

 図-９ 避難訓練の様子  

 



策定にあたっての観点及びポイントについて図-11及び
図-12に示す。 
今回、地区防災計画の策定にあたり、マニュアル利用

主体を行政関係者と地区住民に区分けし、それぞれのニ 
ーズに沿ったマニュアル(案)とするため「行政関係者
版」と「地元住民版」を作成した。 
 

 
 
 
 

 
 
 
（１）行政関係者版マニュアル 
 行政関係者版のマニュアルを作成する背景として、
地区住民は地域の実状を十分に把握していると考えら
れるが、必ずしも土砂災害に関する専門的な知識等を
有していない可能性が高い。また、既存のガイドライ
ンは策定されているが、具体的にどのように記載すれ
ばよいか等、策定に必要なノウハウや知識を十分に有
していないことが考えられる。そこで、行政機関の有
する特徴を踏まえ、住民主体による地区防災計画作成
を促進するための支援体制の確立、役割分担の明確化
を主目的としたマニュアルを作成した。特徴としては、
地区住民による土砂災害ハザードマップの作成などの
取組みの促進を支援するため、対応する行政担当者が
適切に支援することを想定した内容となるようとりま
とめた。(図-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（２）地元住民版マニュアル 

地元住民版マニュアルは、できる限り住民主体で
地区防災計画が策定できる内容となることに重点を置
いた。(図-14) 

  特徴としては、土砂災害に関する専門知識のない 
住民にも、土砂災害の特性とリスクを知ってもらえる
よう、土砂災害の基礎知識に関する項目を記載した。    
また、地区防災計画を作成する際のプロセスがイメー
ジしやすくなるよう、各ステップを説明する際に有瀬
地区で検討した事例を用いることで、実際に地区住民
が作成する際に参考になるよう工夫した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
５．おわりに 
地区防災計画は、災害発生時の行動計画であり、地区

に精通した住民主体により作成されることが実効性を確
保する上でも望ましいと考えている。また、住民同士の
意見交換を通じて作成された地区防災計画は、策定後も
地区での継続的な意見交換や避難訓練等を実施すること
で実証・検証され、より実用性の高いものへと修正され
ていくと考えられる。そのためには、地区の活動に必要
な項目や内容を更新・追加・拡充し、地区住民が活動し
やすい計画となるよう、市町村等の行政による支援が必
要不可欠である。 
今回、地すべり災害に特化した地区防災計画の策定に

着眼を置き、地すべり地の集落にある有瀬地区をモデル
地区として、地区防災計画の策定を支援するマニュアル
を作成した。今後の展望として、他の地すべり地域にマ
ニュアルを展開することにより、地すべり地における地
区防災計画の策定を促進していく予定である。併せて、
マニュアルの有効性検証として、実用することで確認さ
れた課題や新たに反映すべき事項を検討し、適宜マニュ
アルの更新を行う予定である。 
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図-13 行政関係者版の作成方針   

図-11 策定にあたっての観点 図-12 策定方針のポイント 

図-14 地元住民版抜粋         


